
１ 飲食店営業 

・食品を調理し，又は設備を設けて客に飲食させる営業です。 

・飲食店営業の対象となる「調理」とは，その場で客に飲食をさせるか又は短期間のうちに消費される

ことを前提として飲食に最も適するように食品を加工成形することをいいます。 

   → 調理した者から消費者に直接販売される  

食品表示法上，表示義務が免除される対面販売であること など 

・飲食店が調理提供している食品の持ち帰りの範囲内であれば新たな許可は不要です。 

   → 包装して表示（食品表示法）をつけて他の場所で販売する場合は製造業等の対象となります。 

 

簡易な飲食店営業については施設基準を一部緩和できます。 

 例：①既製品を開封，加温，盛り付け等して提供する（そうざい，ハム，おでんなど） 

   ②半製品を簡易な最終調理（揚げる，焼く等）を行い提供する（唐揚げ，ソフトクリームなど） 

   ③米飯を炊飯，冷凍パン生地を焼成する 

   ④既製品（清涼飲料水，アルコール飲料等）及び自家製ジュース等の飲料を提供する 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

食品の営業許可申請をする人のために（調理業） 

○食品営業許可とは 

 飲食店のように調理をする営業，菓子屋，豆腐屋，漬物屋のように製造をする営業，魚介類， 

食肉のように加工を伴う販売をする営業を行う際には，食品衛生法に基づく「食品営業許可」が 

必要です。許可営業を営む営業者が届出営業も営む場合は営業届出も行う必要があります。 

  

 

１ 飲食店営業 

２ 自動販売機による営業 

３ 食肉販売業 

４ 魚介類販売業 

５ 魚介類競り売り営業 

６ 集乳業 

７ 乳処理業 

８ 特別牛乳搾取処理業 

９ 食肉処理業 

１０ 食品の放射線照射業 

１１ 菓子製造業 

１２ アイスクリーム類製造業 

 

 

 

１３ 乳製品製造業 

１４ 清涼飲料水製造業 

１５ 食肉製品製造業 

１６ 水産製品製造業 

１７ 氷雪製造業 

１８ 液卵製造業 

１９ 食用油脂製造業 

２０ みそ又はしょうゆ製造業 

２１ 酒類製造業 

２２ 豆腐製造業 

２３ 納豆製造業 

２４ 麺類製造業 

食品衛生法による許可業種（３２業種） 
 
 

２５ そうざい製造業 

２６ 複合型そうざい製造業 

２７ 冷凍食品製造業 

２８ 複合型冷凍食品製造業 

２９ 漬物製造業 

３０ 密封包装食品製造業 

３１ 食品の小分け業 

３２ 添加物製造業 

 
 



○営業許可申請の流れ 

事前相談 営業施設の平面図を持って，事前にご相談ください。（概ね３０日前） 

営業の内容によって施設や設備の基準が異なります。 

営業施設所在地の用途地域によっては，建築行政課または各区建設課の許可が必

要になる場合があります。 

・ 新潟市 建築行政課        ０２５－２２６－２８４９ 

・ 北区  建設課まちづくり担当   ０２５－３８７－１４３５ 

・ 東区  建設課まちづくり担当   ０２５－２５０－２６３０ 

        ・ 中央区 建設課まちづくり担当   ０２５－２２３－７４１０ 

        ・ 江南区 建設課まちづくり担当   ０２５－３８２－４７３８ 

        ・ 西区  建設課まちづくり担当   ０２５－２６４－７６７０ 

        ・ 南区  建設課まちづくり担当   ０２５－３７２－６４９０ 

        ・ 秋葉区 建設課まちづくり担当   ０２５０－２５－５６９１ 

        ・ 西蒲区 建設課まちづくり担当   ０２５６－７２－８５７０ 

その他の法令については事前に関係機関にご相談ください。 

申請書等の提出 申請書類に手数料（現金）を添えて提出してください。（概ね２週間前まで） 

その際，営業施設の検査日を決めます。 

申請書類  

１，営業許可申請書 

   ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理を実施してください。 

   食品衛生責任者を設置してください。 

 

 

 

 

 

 

２，施設の構造及び設備を示す図面（営業施設の概要） 

３，添付書類（該当する場合のみ） 

１：法人の場合は「登記事項証明書」またはこれに準ずるもの（写しで可） 

２：水道水以外の水（井戸水等）を使用する場合は「水質検査成績書」 

手数料（現金）   

新潟市食品衛生法施行条例で定められており，業種によって異なります。   

飲食店営業 新規 16,000 円  更新  13,000 円 

その他業種の手数料はお問い合わせください。 

施設の検査 営業者立ち合いのもと施設基準の確認検査を実施します。 

その際に施設が基準に適合していれば営業が可能になります。 

不備事項については改善し，後日，再検査をうける必要があります。 

営業許可書の交付 施設基準確認後，営業許可書を作成します。営業許可書は原則，窓口交付としま

す。検査完了時に渡す引換書と交換で許可書を交付します。 

営業施設内には「営業許可書」の掲示が必要です。 

 

    

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

食品衛生責任者に必要な資格 

１：栄養士，調理師，製菓衛生師などの資格を有する者 

２：食品衛生監視員，食品衛生管理者の資格取得要件を満たす者 

３：食品衛生責任者養成講習会受講修了者 

４：認定証書を交付された者 

※資格がない場合は，食品衛生責任者養成講習会の申し込みが必要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



○施設基準（調理業） 

以下に記載するものは飲食店営業の例です。 

各施設，営業形態により下記の例とは異なる場合がありますので，事前にご相談ください。 

なお，施設基準に客席は含まれません。 

１ 共通基準  

・換気が適切にできる構造又は設備 

・洗浄設備 

・流水式手洗い設備（洗浄・消毒剤付き）注水栓は洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造であること 

・原材料保管設備 

・洗浄剤・殺菌剤保管設備 

・廃棄物容器 

・掃除用具の設置と保管場所，作業内容の掲示設備 

・更衣場所 

・トイレ（専用の流水式手洗い設備付き） 

・給排水設備 

４ その他  

・床，壁，天井は清掃しやすい構造。床と壁（床面から１メートル程度）は耐水性であること。 
・住居その他営業に直接必要でない場所と壁などで仕切られていること。（自宅の台所と共用不可） 

・ねずみや昆虫の侵入を防ぐ設備があること。 

・食品取扱場は１００ルクス程度の明るさであること。 

 

【簡易な飲食店の場合】 
・床，壁は耐水性以外を使用できる 

・排水設備は有しなくてもよい 

・冷蔵設備は施設外でもよい 

・容易に立ち入ることのできない構造で 

あれば区画がなくてもよい     区画の例 

                   入口に掲示 

 

２ 必要に応じて 

・冷蔵設備（温度計） 

・給湯 

・添加物専用保管設備（場所） 

・加熱殺菌等の設備（温度計） 

 
３ 取り扱いに応じて 

（詳細は問い合わせください） 

・生食用食肉の加工又は調理 

・ふぐの処理 

例 センサー式       レバー式 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・共通基準と特定基準は混ぜた方がよい？調理・製造・販売別 
・混ぜると共通基準が活用できない。でも，わかりにくいよね。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○許可取得後に必要な手続 

手続が必要な場合 届出書類の名称 添付書類など 

営業をやめた 廃業届 食品営業許可書 

営業施設を改装する，増改築する 必ず，事前に保健所にお問い合わせください。 

営業施設が移転する 廃業届 

移転先で新規営業許可申請 

食品営業許可書 

申請者が変わる（個人→法人，法

人→個人への変更を含む） 

廃業届 

変更後の申請者で新規営業許可申請 

食品営業許可書 

法人：登記事項証明書 

申請者が変わる（相続，法人の合

併・分割等） 

個人：相続の届出 

法人：合併・分割による地位承継の届出 

個人：戸籍謄本，同意書 

改正原戸籍 

法人：登記事項証明書 

申請者（個人）の住所，名字が変

わる 

申請事項変更届出書 なし 

申請者（法人）の名称，所在地，

代表者が変わる 

法人の履歴事項証明書 

食品衛生責任者が変わる 資格の免許証等 

３０日以上の休業・営業を再開す

るとき 

休業・復業届  

営業許可を更新したい 食品営業許可申請（更新） 

食品営業許可の有効期限は概ね５年間です。 

許可更新案内が施設宛に届きますので，案内に従って手続きをして

ください。 

・各手続きの受け付けは原則窓口ですが，一部電子申請やファクシミリ，郵便でも受け付けています。 

・用紙は長期保存が可能なものをご使用ください。 

・書類の作成にあたってはえんぴつや消せるボールペン等の筆記具は使用しないでください。 

○その他の注意事項 

・情報公開（提供）請求があった場合，新潟市情報公開条例第１５条第２項に基づき，営業許可書に記載

される事項及び営業所の電話番号を公開します。なお，営業者が法人の場合は，法人の名称，所在地，代

表者，電話番号も公開します。 

 

○相談窓口 

新潟市保健所 食の安全推進課                    

〒９５０－０９１４  

新潟市中央区紫竹山３－３－１１  

新潟市総合保健医療センター３階 

電話:０２５－２１２－８２２６ 

ホームページ   検索 
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